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別紙１ 

① 優っくり小規模多機能介護乃木坂（予防介護） 

【介護保険】 1 ヶ月の利用料金 1 割自己負担金 2 割自己負担金 3 割自己負担金 

要支援１ 38,295 円 3,830 円 7,659 円 11,489 円 

要支援２ 77,389 円 7,739 円 15,478 円 23,217 円 

要介護１ 116,083 円 11,609 円 23,217 円 34,825 円 

要介護２ 170,607 円 17,061 円 34,122 円 51,183 円 

要介護３ 248,184 円 24,819 円 49,637 円 74,456 円 

要介護４ 273,914 円 27,392 円 54,783 円 82,175 円 

要介護５ 302,019 円 30,202 円 60,404 円 90,606 円 

【加算】 該当種目のみ算定 1 割自己負担金 2 割自己負担金 3 割自己負担金 

■初期加算 (30 単位) 30 日まで 34 円/日 67 円/日 100 円/日 

□認知症加算Ⅰ  

□認知症加算Ⅱ  

□認知症加算Ⅲ 

□認知症加算Ⅳ 

1,022 円 

988 円 

844 円 

511 円 

2,043 円 

1,976 円 

1,688 円 

1,022 円 

3,064 円 

2,964 円 

2,531 円 

1,532 円 

□若年性認知症利用者受入加算 888 円 1,776 円 2,664 円 

■看護職員配置加算Ⅰ  

□看護職員配置加算Ⅱ  

□看護職員配置加算Ⅲ  

999 円 

777 円 

533 円 

1,998 円 

1,554 円 

1,066 円 

2,997 円 

2,331 円 

1,599 円 

□看取り連携体制加算 71 円/日 142 円/日 213 円/日 

□総合マネジメント体制強化加算Ⅰ 

■総合マネジメント体制強化加算Ⅱ 

1,332 円 

888 円 

2,664 円 

1,776 円 

3,996 円 

2,664 円 

□訪問体制強化加算 1,110 円 2,220 円 3,330 円 

□サービス提供体制強化加算Ⅰ 

□サービス提供体制強化加算Ⅱ 

□サービス提供体制強化加算Ⅲ 

833 円 

711 円 

389 円 

1,665 円 

1,421 円 

777 円 

2,498 円 

2,132 円 

1,166 円 

□生活機能向上連携加算Ⅰ 

□生活機能向上連携加算Ⅱ 

111 円 

222 円 

222 円 

444 円 

333 円 

666 円 

□生産性向上推進体制加算Ⅰ 

■生産性向上推進体制加算Ⅱ 

111 円 

12 円 

222 円 

23 円 

333 円 

34 円 

■科学的介護推進体制加算 45 円 89 円 134 円 

■介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定単位数×14.6％×11.1 の利用者負担割合に応じた

自己負担分 

実費負担分 

食事 朝食 450 円  昼食 700 円(おやつ含む)  夕食 750 円   

宿泊費 1 泊 4000 円 
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送迎費用 

利用者の居宅が通常の事業の実施地域以外の場合、運営規定の定めに基づき、

送迎に要する費用の実費を請求いたします。 

・事業所から片道○○㎞未満  ○○円 

・事業所から片道○○㎞～○○㎞未満  ○○円 

・事業所から片道○○㎞以上  ○○円 

訪問時交通費 

通常の事業の実施地域を越えて行う訪問サービスを提供する場合に要する交

通費はその実費を請求します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の

額とします。 

・事業所から片道○○㎞未満  ○○円 

・事業所から片道○○㎞～○○㎞未満  ○○円 

・事業所から片道○○㎞以上  ○○円 

その他 外出・外食参加時の実費、余暇活動費、クリーニング代、おむつ代などは実費 

※ 月途中から登録した場合、または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じ

て日割りした料金をお支払いいただきます。 

※ 登録日とは利用者と事業者が契約を締結した日ではなく、サービスを実際に利用開始した日

を指します。 

※ 登録終了日とは利用者と事業者の利用契約を終了した日を言います。 

※ 入院中等により、サービス利用がない期間についても登録を継続する場合は料金が発生しま

す。 

※ 小規模多機能型居宅介護費（同一建物・同一建物以外）について、事業所が提供する通いサ

ービス、訪問サービス、宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当た

りの平均回数が、週4回に満たない場合には、70/100に相当する単位数を算定します。 

※ 加算については職員体制により変わり、また、個別ケアの料金は対象となった方のみが加算

されます。適用となる加算については管理者までお問合せください。 

※ 支払については月末締めの翌月27日までに自動引き落としにてお支払いいただきます。 

【加算について】 

※ サービス提供体制強化加算は職員の資格保有率などの職員体制により変わります。 

※ 加算は職員体制等により変わり、又、個別ケアの料金は対象となった方のみが加算されます。

適用となる加算については管理者までお問い合わせ下さい。 
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② 優っくり小規模多機能介護乃木坂（短期利用） 

【介護保険分】 

※ 加算については職員体制により変わり、また、個別ケアの料金は対象となった方のみが加算

されます。適用となる加算については管理者までお問合せください。 

※ 支払については月末締めの翌月 27 日までに自動引き落としにてお支払いいただきます。 

 

要介護度 所定単位数(日) 
介護給付 

サービス費 
１割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

要支援１ ４２４単位 4,706 円 471 円 942 円 1,412 円 

要支援２ ５３１単位 5,894 円 590 円 1,179 円 1,769 円 

要介護１ ５７２単位 6,349 円 635 円 1,270 円 1,905 円 

要介護２ ６４０単位 7,104 円 711 円 1,421 円 2,132 円 

要介護３ ７０９単位 7,869 円 787 円 1,574 円 2,361 円 

要介護４ ７７７単位 8,624 円 863 円 1,725 円 2,588 円 

要介護５ ８４３単位 9,357 円 936 円 1,872 円 2,808 円 

【加算】該当種目のみ算定 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

■認知症行動心理症状緊急対

応加算（7 日間限度） 
200 単位/日 222 円/日 444 円/日 666 円/日 

□生活機能向上連携加算Ⅰ 

□生活機能向上連携加算Ⅱ 

100 単位 

200 単位 

111 円 

222 円 

222 円 

444 円 

333 円 

666 円 

□生産性向上推進体制加算Ⅰ 

□生産性向上推進体制加算Ⅱ 

100 単位 

10 単位 

111 円 

12 円 

222 円 

23 円 

333 円 

34 円 

□ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ 

□ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅱ 

□ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅲ 

25 単位/日 

21 単位/日 

12 単位/日 

28 円/日 

24 円/日 

14 円/日 

56 円/日 

47 円/日 

27 円/日 

84 円/日 

70 円/日 

40 円/日 

■介護職員処遇改善加算Ⅱ 
上記所定単位数×14.6％×11.1 の利用者の負担割合に応じた

自己負担分 

【実費負担分】 

食事代 朝食 450 円  昼食 700 円(おやつ含む)  夕食 750 円 

宿泊費 １泊 4000 円 

送迎費用 

利用者の居宅が通常の事業の実施地域以外の場合、運営規定の定めに基づ

き、送迎に要する費用の実費を請求致します。 

・事業所から片道○○㎞未満  ○○円 

・事業所から片道○○㎞～○○㎞未満  ○○円 

・事業所から片道○○㎞以上  ○○円 

その他 
外出・外食参加時の実費、余暇活動費、クリーニング代、おむつ代などは実

費 


